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シ
ョ

ー
ほ
か
対
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
で

選
挙
に
お
い
て
投
票
す
る
権
利
（
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
略
し
て
投
票
権
と
い
う
）
は
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
政
治
的
権
利

(
P
O
'

(1
)
 

litical ri
g
h
t
s
)

と
し
て
、
国
際
人
権
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
障
害
者
の
投
票
権
に
関
し
て
は
、
国
家
は
、
障
害
自
体

を
理
由
に
投
票
権
を
制
限
す
る
こ
と
の
み
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
、
政
治
的
判
断
能
力
の
個
別
評
価

（障
害

者
の
政
治
的
判
断
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
個
別
の
判
断
）
を
理
由
に
投
票
権
を
制
限
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、

ア
ラ
ヨ
シ
ュ

・
キ
シ
ュ
対
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
で
、
個
別
の
司
法
評
価

(ind1v
1d
u
a
h
s
e
d

Judicia
l
 ev
a
lu
at
io
n
)

を
す
る
こ
と
な
く
、
限
定
後
見
を
要
す
る
精
神
障
害
に
基
づ
い
て
の
み
投
票
権
を
無
差
別
に
剥
奪
す
る
こ
と
は
、

(2
)
 

投
票
権
制
限
の
正
当
な
理
由
に
適
合
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
説
示
し
た
。
こ
こ
か
ら
推
察
し
う
る
よ
う
に
、
欧
州
人

権
裁
判
所
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
投
票
権
制
限
に
つ
い
て
は
条
約
違
反
と
し
た
が
、
個
別
能
力
を
理
由
と
す
る
投
票
権
制
限
に
つ
い
て

（
許
容
す
る
か
の
よ
う
な
言
い
回
し
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
）
明
確
な
結
論
を
示
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
国
連
障
害
者
権
利
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
障
害
自
体
を
理
由
と
す
る
投
票
権
制
限
は
も
と
よ
り
、
障
害
者
の
能
力
の
個

(3
)
 

別
評
価
を
理
由
と
す
る
投
票
権
制
限
も
、
障
害
者
権
利
条
約
の
明
白
な
違
反
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
同
委
員
会
は
、
ゾ
ル
ト

・
ブ
イ
ド

と
に
よ
り
、
第
29
条
単
独
の
義
務
又
は
第
12
条
と
併
せ
読
ん
だ
第
29
条
の
義
務
を
遵
守
し
な
か

っ
た
と
判
断
す
る
と
同
時
に
、
個
人
の
能

(4) 

カ
の
評
価
は
「
本
質
的
に
差
別
的

(di
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
in
 n
a
t
u
r
e
)
」
で
あ
り
、
正
当
な
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

(5
)
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
積
極
的
か
つ
重
要
な
判
断
を
示
し
た
国
連
障
害
者
権
利
委
員
会
に
よ
っ
て
、
投
票
分
野
に
お
い
て
ま
た
別
の
注
目

は が
従
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

は
じ
め
に

ハ
ン
ガ
リ
ー
が
、
認
識
上
・
実
際
上
の
知
的
障
害
に
基
づ
き
通
報
者
か
ら
投
票
権
を
剥
奪
す
る
こ
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に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
29
条

(
a
)
は
以
下
の
と
お
り
定
め
る

2
障
害
者
権
利
条
約
第

29条

こ
の
事
件
で
は
、
脳
性
ま
ひ
の
あ
る
通
報
者
で
あ
る
フ
ィ
オ
ー
ナ

・
ギ
ヴ
ン
の
秘
密
投
票
が
問
題
と
な

っ
た
。
通
報
者
は
、
電
子
投
票

シ
ス
テ
ム

の
み
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
身
体
障
害
者
で
あ
る
通
報
者
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
通
報
者
に
は
、
秘

密
投
票
を
可
能
に
さ
せ
る
他
の
手
段
も
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
っ
て
障
害
者
権
利
委
員
会
は
条
約
違
反
を

認
定
し
た
。

（
秘
密
投
票
を
可
能
に
さ
せ
る
制
度
）
を
用
い
た
投
票
を
希
望
し
た
が
、
投
票
法
の
下
で
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
視
覚
障
害
者

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
障
害
者
権
利
委
員
会
の
見
解
と
、
投
票
権
条
項
で
あ
る
障
害
者
権
利
条
約
第
29
条

(
a
)
と
を
素
材
に
用
い

て
、
障
害
者
の
平
等
な
投
票
権
及
び
投
票
機
会
を
め
ぐ
る
国
家
の
義
務
違
反
の
構
造
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以

下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
政
府
間
交
渉
過
程
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
第
29
条

(
a
)

ギ
ヴ
ン
事
件
に
関
す
る
障
害
者
権
利
委
員
会
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
障
害
者
の
投
票
権
の
文
脈
に
お
い

て
、
複
数
の
義
務
の
問
題
が
密
接
に
関
連
し
て
生
じ
う
る
と
い
う
現
象
を
検
討
す
る
。

障
害
者
の
投
票
権
は
、
障
害
者
権
利
条
約
の
第
1
条
（
目
的
）
、
第
3
条
（

一
般
原
則
）
、
第
4
条
（

一
般
的
義
務
）
、
第
5
条
（
無
差
別

及
び
平
等
）
、
第
9
条

（
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
）
、
第
12
条

（法
的
能
力
）
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
と
も
関
わ
る
が
、
特
に
第

29
条

(
a
)

1
8
年
2
月
1
6
日
採
択
）
で
あ
る
。

し
う
る
見
解

(v
i
e
w
s
)
が
ご
く
最
近
採
択
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
オ
ー
ナ

・
ギ
ヴ
ン
対
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
事
件
に
関
す
る
見
解

(2
0

（
公
定
訳
）
。

の
規
範
内
容
を
確
認
す
る
。
次
に
、

フ
ィ
オ
ー
ナ
・
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草
案
第
18
条

（
政
治
的
及
び
公
的
活
動
へ
の
参
加
）

（面）

(
~11

) 

(
．

l
)
 

(
a
)
 

第
29
条
（
政
治
的
及
び
公
的
活
動
へ
の
参
加
）

締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
政
治
的
権
利
を
保
障
し
、
及
び
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
機
会
を

保
障
す
る
も
の
と
し
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

特
に
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
直
接
に
、
又
は
自
由
に
選
ん
だ
代
表
者
を
通
じ
て
、
他
の
者
と
の
平
等

を
基
礎
と
し
て
、
政
治
的
及
び
公
的
活
動
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

さ
れ
る
権
利
及
び
機
会
を
含
む
。）

を
確
保
す
る
こ
と
。

投
票
の
手
続
、
設
備
及
び
資
料
が
適
当
な
及
び
利
用
し
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
並
び
に
そ
の
理
解
及
び
使
用
が
容
易
で
あ
る

こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
、
選
挙
及
び
国
民
投
票
に
お
い
て
脅
迫
を
受
け
る
こ
と
な
く
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
投
票
し
、
選
挙
に
立
候
補
し
、

並
び
に
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
実
質
的
に
在
職
し
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
公
務
を
遂
行
す
る
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
適
当
な
と
き
は
支
援
機
器
及
び
新
た
な
機
器
の
使
用
を
容
易
に
す
る
も
の
と
す
る
。

選
挙
人
と
し
て
の
障
害
者
の
意
思
の
自
由
な
表
明
を
保
障
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
必
要
な
場
合
に
は
、
障
害
者
の
要
請
に

応
じ
て
、
当
該
障
害
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
者
が
投
票
の
際
に
援
助
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

第
29
条

(
a
)

案
第
18
条

(
a
)

(7
)
 

は
、
そ
の
最
初
の
草
案
に
あ
た
る
作
業
部
会
草
案

(
2
0
0
4
年
）
に
お
い
て
は
第
18
条

(
a
)
と
さ
れ
て
い
た
。
草

(8
)
 

は
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

（
障
害
者
が
投
票
し
、
及
び
選
挙
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(1
)
草
案
第

18
条
柱
書

（↓
第

29
条
柱
書
）

と
第
29
条

(
a
)
の
意
味
内
容
を
押
さ
え
て
お
き
た
い

。

適
当
で
あ
り
、
利
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
理
解
が
し
や
す
い
こ
と
。

障
害
の
あ
る
市
民
が
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
投
票
す
る
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。

必
要
な
場
合
に
は
、
投
票
す
る
際
の
援
助
を
障
害
の
あ
る
市
民
に
提
供
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
定
め
る
草
案
第
18
条

(
a
)
は
、
そ
の
後
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
政
府
間
交
渉
を
経
て
、
内
容
が
少
し
ず
つ
変
容
し
、

最
終
的
に
第
29
条

(
a
)
と
な
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
特
に
特
別
委
員
会
の
第
6
回
会
期

(2
0
0
5
年
）
で
の
議
論
状
況
を
要
約

・

(9
)
 

整
理
し
た
国
連
文
書
A
¥
6
0
¥
2
6
6

(2
0
0
5
年
）
を
参
照
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
か
を
紹
介
し
、

草
案
第
18
条

(

a

)

草
案
第
18
条
柱
書
は
、
「
締
約
国
は
、
障
害
者
の
政
治
的
権
利
を
差
別
な
し
に
認
め
、
か
つ
、
次
の
措
置
を
と
る
。
」
と
定
め
て
い
た
。

こ
れ
は
、
後
に
第
29
条
柱
書
と
な
り
、

「締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
政
治
的
権
利
を
保
障
し
、
及
び
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て

こ
の
権
利
を
享
受
す
る
機
会

(o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
)

を
保
障
す
る
も
の
と
し
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。
」
と
い
う
規
定
に
な
っ
た
。

第
29
条
柱
書
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
締
約
国
は
、
①
障
害
者
に
「
政
治
的
権
利
」
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
②
障
害
者
に
当
該

（面） 11) 

(i
)
 

選
挙
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。）

を
積
極
的
に
促
進
す
る
こ
と
。

(605) 

締
約
国
は
、
障
害
者
の
政
治
的
権
利
を
差
別
な
し
に
認
め
、
か
つ
、
次
の
措
置
を
と
る
。

(
a
)
投
票
の
手
続
及
び
設
備
が
次
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
直
接
に
、
又
は
自
由
に
選
ん
だ
代

表
を
通
じ
て
、
政
治
的
及
び
公
的
活
動
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
（
障
害
の
あ
る
市
民
が
投
票
し
及
び
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2
)
草
案
第
18
条

(
a

↓
第

29
条

(
a

取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ

(b
)
 

(
a
)

（

n)
と

(
a
)
（正
）
と
い
う

3
つ
の
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、

へ
の
言
及
は
省
略
す
る
。

権
利
の
平
等
な
享
受
の
「
機
会
」
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

③
「
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
」
、
と
い
う

3
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

①
と
②
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
第
29
条
柱
書
は
「
政
治
的
権
利
」
と
い
う
「
権
利
」
に
言
及
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
こ
の
権
利
を
享
受
す

(10
)
 

る
機
会
」
に
も
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
草
案
第
18
条
柱
書
に
は
、
「
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
機
会
」
と
い
う
文
言
が
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
後
、
第
29
条
柱
書
に
こ
の
文
言
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
経
緯
は
、
上
記
の
国
連
文
書

A
¥

6
0
¥
2
6
6

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
言
は
自
由
権
規
約
第
25
条
柱
書
に
定
め
る
「
権
利
及
び
機
会
」
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
思
わ

(11
)
 

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
第

29
条
柱
書
の
規
定
は
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
に
よ
れ
ば
、
投
票
権
を
行
使
す
る
「
実
際
の
機
会
」

(ac
tual

o
p
p
o
r
t
u
r
n
t
y
)

を
障
害
者
に
平
等
に
保
障
す
る
こ
と
を
締
約
国
に
義
務
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
規
定
の
下
で
、
国
家
は
投
票
権
を
障
害

者
に
た
だ
形
式
的
に
拡
張
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
障
害
者
が
投
票
権
を
真
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る

(12
)
 

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、

③
の
「
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
」
と
い
う
文
言
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
締
約
国
が
約
束
す
る
内
容
は
、
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ

(
a
)
及
び

(
b
)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
投
票
権
と
特
に
関
連
的
な
重
要
性
を
有
す
る
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ

(
a
)
を

第
2
9条
は
、
右
に
み
た
柱
書
に
加
え
て
、

(
a
)柱
書

、

(
a
)
（i
)、

（a
)
(~
1
1)、

（a
)
（面
）
か
ら
な
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、

(
a

)

柱
書
は
、
締
約
国
は
、
障
害
者
の
投
票
の
権
利
及
び
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
「
特
に
次
の
こ
と
を
行
う
」
と
定
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
特

に
次
の
こ
と
を
行
う
」
と
い
う
文
言
を
受
け
て
、

(
a
)
(
i
)
と
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ま
ず
、
第

29
条

(
a
)
柱
書
の
原
案
と
な
っ
た
草
案
第
18
条

(
a
)
柱
書
に
つ
い
て
は
、
政
府
間
交
渉
過
程
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
合

意
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
第

一
に
、
「
環
境
を
積
極
的
に
促
進
す
る

(a
ctively
p
r
o
m
o
t
e
 a
n
 e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
)
」
と
い
う
文
言
を
、
「
確

(13
)
 

保
す
る

(e
n
s
u
r
e
)
」
と
い
う
文
言
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
規
定
を
強
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
概
ね
支
持
が
得
ら
れ
た
。
第
二

に
、
こ
の
規
定
を
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
で
用
い
ら
れ
て
い
る
文
言
と
合
致
さ
せ
る
た
め
、
「
障
害
の
あ
る
市
民

(citi
z
e
n
s
w
i
t
h
 dis
a
,
 

(14
)
 

bilities
)
」
を
「
障
害
者

(p
e
r
s
o
n
s
w
i
t
h
 dis
a
b
iliti
e
s
)
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
概
ね
支
持
が
得
ら
れ
た
。
第
三
に
、
こ
の
規

定
は
、
締
約
国
が
障
害
者
に
対
し
て
他
の
者
が
享
受
し
て
い
な
い
追
加
的
な
政
治
的
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
規
定

(15
)
 

に

「他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て

(
o
n
a
n
 e
q
u
a
l
 basis w
i
t
h
 o
t
h
e
r
s
)
」
と
い
う
文
言
を
加
え
る
こ
と
に
合
意
が
得
ら
れ
た
。
第
四

に
、
「
投
票
の
手
続
及
び
設
備

(
v
o
t
m
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 a
n
d
 facilities)
」
の
後
に

「資
料

(
m
a
t
e
n
a
l
s
)
」
を
加
え
る
と
い
う
提
案
も
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
文
言
の
追
加
は
、
障
害
者
の
「
投
票
及
び
政
治
的
生
活
へ
の
参
加
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
も
の
と
な

(16
)
 

る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

(17
)
 

草
案
第
18
条

(

a

)

柱
書
は
、
以
上
の
修
正
な
ど
を
経
て
、
次
の
規
定
に
な

っ
た
。

(
a
)
投
票
の
手
続
、
設
備
及
び
資
料
が

[:
・・
:
]
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
直
接
に
、
又
は
自
由
に
選

ん
だ
代
表
を
通
じ
て
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て‘

[か
つ
、
す
べ
て
の
者
の
政
治
的
権
利
を
定
め
る
国
内
法
に
従
っ
て
]
政

治
的
及
び
公
的
活
動
に
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

（
障
害
者
が
投
票
し
、
及
び
選
挙
さ
れ
る
権
利
及
び
機
会
を
含
む
。
）

を
確
保
す
る
こ
と
。

論
を
、
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
。

締
約
国
が
特
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
内
容
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

4
つ
の
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
の
議
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(~
1
1
)
障
害
者
が
、
選
挙
及
び
国
民
投
票
に
お
い
て

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
草
案
第

1
8条

(
a
)(i
)、

（
a
)
（~
1
1
)
、
（
a
)
（
面
）
に
つ
い
て
、
条
約
交
渉
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が

(18
)
 

第
一

に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
本
条
に
含
め
る
こ
と
に
概
ね
支
持
が
得
ら
れ
た
。
第
二
に
、
特
別
委
員
会
は
、
「
秘
密

一
部
の
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
常
に
可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
。
そ
こ
で
、

「
法
に
従

っ
て
」
や
「
脅
迫
を
受
け
る
こ
と
な
く
」
の
よ
う
な
文
言
は、

「
完
全
な
秘
密
投
票

(co
m
p
l
e
t
e
l
y
s
e
c
r
e
t
 ballot
)
」
が
不
可
能
な

(19
)
 

（
一
部
の
）
障
害
者
を
保
護
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
第
三
に
、
「
障
害
者
に
提
供
さ
れ
る
い
か
な
る
援
助

(a
n
y

assistance)

も
、
当
該
障
害
者
の
要
求
に
応
じ
た
も
の

(at
the1r r
e
q
u
e
s
t
)
」
の
み
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、

「
当
該
障
害
者

(20
)
 

が
信
頼
を
寄
せ
る
者

(so
m
e
o
n
e
t
h
e
y
 t
r
u
s
t
)
」
の
み
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
概
ね
合
意
が
得
ら
れ
た
。

(21
)
 

第
四
に
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
及
び
自
由
権
規
約
の
文
言
と
合
致
さ
せ
る
た
め
の
一
部
の
微
修
正
に
概
ね
合
意
が
得
ら
れ
た
。

(
a
)
(
i
)
と

(22
)
 

(
a
)
（出
）
と
い
う
3
つ
の
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
以
上
の
修
正
等
を
経
て
次
の
よ
う
に
な

っ
た
。

(i
)
適
当
で
あ
り
、
利
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、

理
解
及
び
利
用
が
し
や
す
い
こ
と
。

[
法
に
従

っ
て
か
つ
脅
迫
を
受
け
る
こ
と
な
<
]
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
投
票
し
、

選
挙
に
立
候
補
し
、
並
び
に
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
在
職
し
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
公
務
を
遂
行
す
る
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。

（面
）
選
挙
人
と
し
て
の
障
害
者
の
意
思
の
自
由
な
表
明
を
保
障
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
必
要
な
場
合
に
は
、
障
害
者
の
要
請
に
応

じ
て
及
び
当
該
障
害
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
者
が
投
票
の
際
に
援
助
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

(
a
)（~1
1)
と

投
票
」
は
、

な
さ
れ
た
の
か
を
紹
介
す
る
。
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の
内
容
を
ヘ
ル
パ
ー
に
知
ら
れ
た
く
は
な
か
っ
た
が
、
結
局
、
事
務
従
事
者
の
い
う
と
お
り
に
ヘ
ル
パ
ー
の
投
票
援
助
を
受
け
る
こ
と
に

(23
)
 

な
っ
た
。

通
報
者
は
、
こ
の
よ
う
に
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
や
、
事
務
従
事
者
に
よ
る
支
援
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
通

が
、
そ
の
要
求
は
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
い

3

フ
ィ
オ
ー
ナ
・
ギ
ヴ
ン
対
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
事
件

右
の
よ
う
な
、
修
正
後
の
草
案
第
18
条

(
a
)
柱
書
、

(
a
)
（
i
)
、
（

a)
（
iill)
、
（

a)
（
m)
の
各
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
終
的
な

規
定
（
第
2
9条

(
a
)柱
書
、
(
a
)
（i
)、
（
a
)
（~
1
1
)
、
（
a
)
（
出
）
）
と
ほ
ほ
同
様
の
も
の
と
な
っ
た
。

(
1
)
通
報
者
の
提
出
し
た
事
実
（
主
張
内
容
）

フ
ィ
オ
ー
ナ
・
ギ
ヴ
ン
対
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
事
件
で
、
通
報
者
は
、
障
害
者
権
利
委
員
会
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ

ち
、
通
報
者
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
脳
性
ま
ひ
が
あ
り
、
筋
肉
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
く
、
話
す
こ
と
が
で
き
ず
、
電
動
車
い
す
を
利
用

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
通
報
者
は
、

よ
り
投
票
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
機
能
障
害
の
た
め
、
通
報
者
は
、
秘
密
投
票
を
害
す
る
仕
方
で
な
け
れ
ば
I

す
な

わ
ち
、
人
に
よ
る
支
援

(live
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
)
が

な

け

れ

ば

投

票

用
紙
に
記
入
し
、
そ
れ
を
折
り
た
た
み
、
投
票
箱
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
通
報
者
は
、
「
自
立
し
た
秘
密
投
票

(
m
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
 s
e
c
r
e
t
 ballot
)
」
に
よ
る
投
票
を
行
う
た
め
に
、
電

子
投
票
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
し
た
が
、
投
票
法
の
下
で
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
る
の
は
視
覚
障
害
者
に
限
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
通
報
者
は
、

2
0
1
3
年

9
月
7
日
の
連
邦
選
挙
の
際
に
、
「
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
」
、
秘
密
投
票
に

2
0
1
3
年
9
月
7
日
の
投
票
時
に
、
投
票
所
の
事
務
従
事
者
に
支
援
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ

ヘ
ル
パ
ー
か
ら
の
援
助
を
得
て
投
票
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
。
通
報
者
は
、
自
身
の
投
票
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2
)
受
理
可
能
性

報
者
は
、

1
9
9
2
年
障
害
差
別
禁
止
法
及
び
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ

ー
ル
ズ
州
の

1
9
7
7
年
差
別
禁
止
法
の
下
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ

(24
)
 

い
て
の
効
果
的
な
国
内
救
済
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
し
て
、
障
害
者
権
利
委
員
会
に
通
報
し
た
。
こ
の
通
報
の
中
で
、
通
報
者

は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
障
害
者
権
利
条
約
第
4
条
l
(
a
)
（b
)
（d
)

（
e
)
(
g
)
、
第
5
条
2
.
3
及
び
第
9
条
と
併
せ
読
ん
だ

（
及
び
単
独
で
読
ん
だ
）
第
29
条

(
a
)
（
i
)
(
i
)
（面
）
の
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
通
報
者
は
、
障
害
者

権
利
条
約
第
29
条
は
、
自
由
権
規
約
第
25
条
に
由
来
す
る
規
定
で
あ
り
、
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
が
発
生
し
た
時
点
で

(25
)
 

点
か
ら
）
即
時
に
実
現
可
能
で
あ
る
、
と
し
た
。

（
そ
し
て
そ
の
時

障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
受
理
可
能
性
の
審
査
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

ま
ず
、
同
委
員
会
が
留
意
し
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
報
者
は
、
投
票
所
の
事
務
従
事
者
の
行
為

に
関
し
て
、
連
邦
巡
回
裁
判
所
や
連
邦
裁
判
所
の
司
法
審
査
を
受
け
ず
、
ま
た
選
挙
管
理
委
員
会
等
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
し
な

か
っ
た
た
め
、
障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
第

2
9条

(a
)
(~l
l
l)
の
下
で
の
通
報
者
の
主
張
を
不
受
理
だ
と
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
、
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
は
主
張
し
た
。
障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
を
認
め
、
投
票
所
の
事
務
従
事
者
の
行
為
に

関
し
て
は
、
通
報
者
は
行
政
決
定
法
の
下
で
連
邦
巡
回
裁
判
所
や
連
邦
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
で
き
た
の
に
そ
う
し
な
か
っ
た
の
で
、
受

(26
)
 

理
不
可
能
で
あ
る
、
と
結
論
付
け
た
。

そ
の
一
方
で
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
第
29
条

(
a
)

（i
)
（iill
)
の
射
程
の
問
題
に
関
し
て
国
内
法
の
下
で
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
通
報
者
の
主
張
に
つ
い
て
は
争
わ
な
か
っ
た
の
で
、
同
委
員
会
は
、
選
択
議
定
書
第
2
条

(d
)
（国
内
救
済
完

了
）
の
要
件
は
、
第
4
条
l
(
a
)
（
b
)
(
d
)
（
e
)
(
g
)
、
第
5
条
2
.
3
、
第
9
条
と
併
せ
読
ん
だ
（
及
び
単
独
で
読
ん
だ
）
第
29
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(27
)
 

条

(
a
)
（i
)
（
且
）
に
つ
い
て
は
満
た
さ
れ
て
い
る
、
と
判
断
し
た
。

ま
た
、
同
委
員
会
は
、
選
択
議
定
書
第
2
条

(
e
)
（十
分
な
立
証
）
の
要
件
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
電

子
投
票
シ
ス
テ
ム

（
こ
れ
は
「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」
を
可
能
に
さ
せ
る
）
を
通
報
者
に
利
用
さ
せ
I

る
べ
き
だ
が
I

そ
こ
な
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
通
報
者
は
平
等
な
秘
密
投
票
を
行
う
可
能
性
を
持
て
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
条
約
上
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
、
と
い
う

通
報
者
の
主
張
に
留
意
し
た
。
そ
し
て
、
同
委
員
会
は
、
第
4
条
1
(
a
)
（b
)

(d
)
（
e)
（
g
)、
第
5
条
2
.
3
、
第
9
条
と
併
せ

(28
)
 

の
下
で
の
通
報
者
の
主
張
は
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い
る
、
と
判
断
し
た
。

読
ん
だ
（
及
び
単
独
で
読
ん
だ
）
第
29
条

(
a
)
（i
)
（iill
)

(3
)
本
案

障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
以
上
の
よ
う
に
通
報
を
受
理
し
た
後
に
、
本
案
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
通
報
者
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
両
主

張
の
要
点
に

(
2
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
）
言
及
し
た
。

第
一
に
、
同
委
員
会
は
、
通
報
者
は
「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」
の
た
め
に
必
要
な
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
し
た
、

と
い
う
通
報
者
の
主
張
に
留
意
し
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
通
報
者
は
完
全
に
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
投
票
所
を
含
め
て
多
様
な
方
法
で
投

票
す
る
選
択
肢
を
持

っ
て
い
た
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
に
留
意
し
た
。
と
同
時
に
、
同
委
員
会
は
、
自
分
自
身
が
選
ん
だ
者

又
は
独
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
者
に
よ
る
投
票
支
援
で
あ
れ
ば
、
関
係
国
家
当
局
又
は
政
治
権
力
保
持
者
に
投
票
意
図
を
知
ら
れ
る

こ
と
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
秘
密
投
票
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
に
も
留
意
し
た
。

だ
が
、
同
委
員
会
は
、
通
報
者
以
外
の
者
（
少
な
く
と
も

一
人
、
そ
し
て
潜
在
的
に
複
数
の
人
）
に
投
票
意
図
を
知
ら
れ
て
し
ま
う
環
境

で
は
秘
密
投
票
と
は
い
え
ず
、
し
か
も
、
投
票
法
は
守
秘
義
務
を
支
援
者
や
投
票
管
理
者
に
課
し
て
い
な
い
、
と
い
う
通
報
者
の
主
張
に

(29
)
 

も
留
意
し
た
。
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し
た
。
具
体
的
に
は
第

29
条
と
第

9
条
l
.
2

（
障
害
者
が
投
票
し
、
及
び
選
挙

（
ア
ク
セ
シ
ブ
ル

第
二
に
、
同
委
員
会
は
、
第

2
9条

(
a
)（~
1
1
)
は
、
援
助
が
な
け
れ
ば
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
投
票
者
一
人
ひ
と
り

(
e
a
c
h
a
n
d
 

e
v
e
r
y
 v
o
t
e
r
)
」
に
、
「
支
援
機
器
及
び
新
た
な
機
器

(ass1stive
a
n
d
 n
e
w
 te
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
)
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
当
事
国
に
求
め
て
い

な
い
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
に
留
意
し
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
支
援
機
器
の
利
用
促
進
の
義
務
は
適
当
な
場
合
に
の
み

充
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
の
「
一
般
的
又
は
目
標
的
な
義
務

(a
g
e
n
e
r
a
l
 o
r
 aspirational obligation)
」
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
資

源
を
ど
う
配
分
す
る
か
を
決
め
る
の
は
当
事
国
で
あ
り
、
既
存
の
対
象
物
及
び
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
、

完
全
な
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
達
成
を
目
的
と
し
て
、
組
織
的
・
継
続
的
な
監
視
的
方
法
で
、
「
徐
々
に

(
g
r
a
d
u
a
l
l
y
)
」
除
去
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
に
も
留
意
し
た
。
他
方
で
、
同
委
員
会
は
、
特
に
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
が
視
覚
障
害
者
に

提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
電
子
投
票
の
選
択
肢
が
「
不
均
衡
又
は
過
度
な
負
担

(
d
1
s
p
r
o
p
o
r
t
1
o
n
a
t
e
o
r
 u
n
d
u
e
 

b
u
r
d
e
n
)
」
に
あ
た
る
と
の
証
拠
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
同
委
員
会
に
提
出
し
て
お
ら
ず
、
2
0
1
1
年
以
来
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル

(30
)
 

ズ
で
使
用
さ
れ
た
ゴ
シ
i
V
o
t
e
"
は
通
報
者
に
も
利
用
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
通
報
者
の
主
張
に
も
留
意
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
同
委
員
会
は
、
通
報
者
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
を
整
理
し
た
後
に
、
本
件
に
お
い
て
適
用
可
能
な
条
項
を
想
起

(
g
)
と
第

5
条
2
で
あ
る
。

ま
ず
、
第

29
条
に
関
し
て
、
同
委
員
会
は
、
締
約
国
が
、
投
票
の
手
続
・
設
備
・
資
料
が
適
当
で
「
利
用
し
や
す
い

な
）
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
解
・
使
用
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
(
(
a
)（i
)
)に
よ
り
、
「
障
害
者
が
：
·
：
•
他
の
者
と
の

平
等
を
基
礎
と
し
て
、
政
治
的
及
び
公
的
活
動
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

さ
れ
る
権
利
及
び
機
会
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る
こ
と
」
(

(

a

)

柱
書
）
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
投

(31
)
 

票
の
手
続
」
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
と
の
関
連
で
、
同
委
員
会
は
、
そ
の
一
般
的
意
見
2
を
参
照
し
て
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
は
集
団
に

関
わ
り
、
合
理
的
配
慮
は
個
人
に
関
わ
る
、
と
述
べ
た
。
同
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
は
「
事
前
の
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通
信
又
は
公
衆
に
開
放
さ
れ
る
他
の
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
の
否
定
(
d
ernal
of a
c
c
e
s
s
)
は
、
禁
止
さ
れ
る
差
別
行
為
と
し
て
明
白
に

(33
)
 

定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

同
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
条
項
に
言
及
し
た
後
に
、
次
の
三
点
に
留
意
し
た
。
ま
ず
、
同
委
員
会
は
、
本
件
に
お
い
て

通
報
者
が
投
票
時
の
支
援
者
を
自
身
で
選
ぶ
余
地
を
有
し
て
い
た
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
に
留
意
し
た
。
だ
が
、
同
委
員
会

は
、

2
0
1
3
年
連
邦
選
挙
に
お
い
て
は
通
報
者
が
希
望
す
る
方
法
で
、
す
な
わ
ち
、
通
報
者
に
帯
同
す
る
支
援
者
に
自
身
の
政
治
的
選

択
を
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
投
票
権
の
行
使
を
可
能
に
さ
せ
る
利
用
可
能
な
選
択
肢
は
、
通
報
者
に
は
―
つ
も
な
か

っ
た
こ
と
に

も
留
意
し
た
。
さ
ら
に
、
同
委
員
会
は
、
も
し
も
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
れ
ば
、
通
報
者
が
誰
(
a
n
y
o
n
e
)
に
も
政
治
的
選
択

害
者
に
保
障
す
る
」
と
定
め
る
第

5
条

2
を
想
起
す
る
と
と
も
に

一
般
的
意
見

2
を
参
照
し
つ
つ
、
「
物
理
的
環
境
、
輸
送
機
関
、
情
報

障
害
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
と
し

第

9
条

2

た
個
人
か
ら
の
要
求
を
受
け
る
前
に
、

(e
x
 a
n
te)
」
義
務
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え
当
事
国
は
、
あ
る
場
所
に
入
り
た
い
と
か
あ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い
と
い
っ

(32
)
 

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
整
え
る
義
務
を
負
う
。

次
に
、
同
委
員
会
は
、
「
障
害
者
が
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、

．．．．

．．
 情
報
通
信
（
情
報
通
信
機
器
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

を
含
む
。）

・：を
利
用
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
」
と
定
め
る
第

9
条
ー
と
、
「
障
害
者
が
新
た

な
情
報
通
信
機
器
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
。）

を
利
用
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
」
と
定
め
る

(
g
)
に
言
及
し
た
。
そ
の
上
で
、
同
委
員
会
は
、
特
に
障
害
者
の
よ
う
な
排
除
さ
れ
て
き
た
人
や
サ
ー
ビ
ス
が
届
か
な
か
っ

た
人
に
と
っ
て
の
「
情
報
通
信
機
器

(inf
o
r
m
a
tio
n
a
n
d
 c
o
m
m
u
m
c
a
ti
o
n
s
 tec
h
n
o
lo
g
y
)
」
の
重
要
性
に
言
及
し
た
。
ま
た
、
同
委
員
会

は
、
「
新
た
な
機
器
」
は
障
害
者
の
完
全
か
つ
平
等
な
社
会
参
加
の
促
進
の
た
め
に
利
用
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
は
当
該
機
器
が
障
害
者
の
ア

ク
セ
シ

ビ
リ

テ
ィ
を
確
保
す
る
よ
う
に
設
計

•

生
産
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る

、

と
指
摘
し
た

。

さ
ら
に
、
同
委
員
会
は
、

「締
約
国
は
、

い
か
な
る
理
由
に
よ
る
差
別
に
対
し
て
も
平
等
か
つ
効
果
的
な
法
的
保
護
を
障
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を
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、
「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
留
意

(34
)
 

し
た
。こ

の
よ
う
に
、
同
委
員
会
は
、
「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」
を
平
等
に
行
使
す
る
こ
と
を
通
報
者
に
可
能
に
さ
せ
る
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
の

意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
委
員
会
は
、
通
報
者
が
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
な
ど
が
条
約
違
反
に
あ
た
る
か

ど
う
か
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
、

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
「
不
均
衡
な
負
担
」
が
な
い
と
も
述
べ
て
、
条
約

ま
ず
、
同
委
員
会
は
、
既
存
の
対
象
物
や
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
バ
リ
ア
は
、
希
少
な
資
源
を
考
慮
に
入
れ
て
徐
々
に
除

去
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
費
用
の
著
し
い
増
加

(signific
苔
t
i
n
c
r
e
a
s
e
 in cost)
」
は
「
不
均
衡
な
負
担
」
と
な
り
う
る
と
い
う
オ

一
般
的
意
見
2
を
参
照
し
つ
つ
、
ア
ク
セ
シ
ビ

リ
テ
ィ
義
務
は
「
無
条
件

(u
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
)
」
で

あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
上
で
、

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
整
え
る
義
務
を
負
う
主
体
が
、
障
害
者
の
た
め
に
ア
ク
セ
ス
を
整
え
る
際
に
要
す

(35
)
 

る
負
担
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
義
務
の
僻
怠
を
許
容
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
述
べ
た
。

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の

2
0
1
1
年
選
挙
以
来
、
視
覚
障
害
者
の
た
め
に
電
子
投
票
の
選
択
肢
が
広

く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

子
投
票
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
「
不
均
衡
な
負
担
」
を
伴
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
の
主
張
を

正
当
化
し
う
る
情
報
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が

一
切
提
供
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
。
そ
し
て
同
委
員
会
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い

て
、
「
す
べ
て
の
者
が
、
法
律
の
前
及
び
下
に
お
い
て
平
等
で
あ
」
り
、
「
障
害
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
」
し
、
「
い
か
な
る
理
由

に
よ
る
差
別
に
対
し
て
も
平
等
の
か
つ
効
果
的
な
法
的
保
護
を
障
害
者
に
保
障
す
る
」
と
定
め
る
第

5
条
2
に
言
及
し
つ
つ
、
本
規
定
の

義
務
は
、
当
事
国
が
「
す
べ
て
の
障
害
者
」
を
対
象
に
条
約
上
の
権
利
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
機
能
障
害
の
種
別

(
t
y
p
e
of 

ま
た
、
同
委
員
会
は
、

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
張
に
関
し
て
は

違
反
を
認
定
し
て
い
る
。

2
0
1
3
年
の
連
邦
選
挙
時
に
通
報
者
及
び
当
該
配
慮
を
要
す
る
す
べ
て
の
者
が
電
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
次
の

i
m
p
a
i
r
m
e
n
t
)
」
が
要
因
と
な
り
う
る
差
別
的
な
立
法
及
び
慣
行
を
行
う
こ
と
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
、

(36
)
 

と
し
た
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
同
委
員
会
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
既
に
利
用
可
能
な
電
子
投
票
制
度
を
ー
_
投
票
意
図
を
他
者

(an-

o
t
h
e
r
 p
e
r
s
o
n
)

に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
投
票
を
可
能
に
さ
せ
る
代
替
手
段
を
通
報
者
に
提
供
せ
ず
に
通
報
者
に
利
用
で
き
な
く
さ

(
a
)
（b
)

（d
)

（
e)
（
g)
、
第
9
条
l
.
2
(
g
)
と
併
せ
読
ん
だ
（
及
び
単
独
で
読

ん
だ
）
第
29
条

(
a
)
（
i
)
（
n)
に
定
め
る
「
通
報
者
の
権
利
の
否
定

(
d
e
m
a
l
o
f
 h
e
r
 rights)
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
、
と
判
断

(37
)
 

し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
①
電
子
投
票
制
度
は
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」
を
通
報
者
に
可

能
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
②
当
該
制
度
は
視
覚
障
害
者
に
既
に
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

③
他
の
種
別
の
障
害
を
有
す
る
者

（
脳
性
ま
ひ
の
あ
る
通
報
者
）
は
当
該
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
投
票
時
の
ア
ク
セ
ス
を
否
定
さ
れ
て
お
り
、

④
通
報
者
は
投
票

意
図
を
他
者
に
知
ら
れ
ず
に
投
票
し
う
る
た
め
の
代
替
手
段
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
条
約
違
反
に
あ
た
る
。

(
4
)
勧
告

同
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
に
条
約
違
反
を
認
定
し
た
う
え
で
、
以
下
の
勧
告
を
行

っ
た
。
ま
ず
、
同
委
員
会
は
、
通
報
者
に
関
連
す
る

勧
告
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
通
報
者
に
効
果
的
救
済
（
こ
の
通
報
に
要
し
た
あ
ら
ゆ
る
法
的
費
用
の
補
償
を
含
む
）
を
提
供
す

る
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
当
該
国
に
お
け
る
将
来
の
選
挙
・
国
民
投
票
に
お
い
て
、
「
他
の
誰
に
も

(a
n
y
o
t
h
e
r
 p
e
r
s
o
n
)
」
投
票
意
図

を
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
秘
密
投
票
に
よ
る
投
票
を
可
能
に
さ
せ
る
投
票
の
手
続
と
設
備
を
、
通
報
者
が
利
用
し
う
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
十
分
な
措
置

(
a
d
e
q
u
a
t
e
m
e
a
s
u
r
e
s
)
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
、
な
ど
と
し
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
全
般
的
な
勧
告
と
し
て
、

(
i
)（~
1
1)
（
出
）
を
含
め
、
将
来
に
お
い
て
同
様
の
侵

害
が
生
じ
る
の
を
防
止
す
る
措
置
を
と
る
義
務
を

せ
て
い
た
こ
と
は
、
第
5
条
2
、
第
4
条
1
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あ
た
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

負
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

(i
)
「
機
能
障
害
の
種
別
」
を
問
わ
ず
、
電
子
投
票
の
選
択
肢
を
希
望
す
る
「
す
べ
て
の
障
害
者

(a
ll
p
e
o
p
l
e
 

w
i
t
h
 d1sabiht1es
)
」
に
と

っ
て
、
当
該
選
択
肢
が
利
用
し
や
す
い

（
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
）
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
投
票
法

の
改
正
を
検
討
す
る
こ
と
、

(
~
1
1)
第
2
9条
に
規
定
す
る
よ
う
に
、

「投
票
の
手
続
、
設
備
及
び
資
料
が
適
当
な
及
び
利
用
し
や
す
い

ク
セ
シ
ブ
ル
な
）
も
の
で
あ
り
、
並
び
に
そ
の
理
解
及
び
使
用
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
」
に
よ
り
、

障
害
者
の
平
等
な
投

票
権
を
擁
護
し
、
実
際
に
保
護
す
る
こ
と
と
、
支
援
機
器
を
用
い
た
秘
密
投
票
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
、

(m
)障

害
者
の
投
票
を
可
能
に
さ
せ
る
た
め
に
、
他
者

(an
o
t
h
e
r
p
e
r
s
o
n
)

に
よ
る
援
助
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
援
助
を
行
う
者
が
当

(38) 

で
あ
る
。

該
投
票
の
守
秘
義
務
を
負
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
投
票
法
の
改
正
を
検
討
す
る
こ
と
、

以
上
に
お
い
て
障
害
者
権
利
条
約
第
29
条

(
a)
と
障
害
者
権
利
委
員
会
の
見
解
と
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
に

お
い
て
は
ま
ず
、
国
家
が
、
投
票
権
の
文
脈
に
お
い
て
、

せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
現
象
を
分
析
す
る
。
こ
こ
で
は
、

第
一

は、

「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
は
差
別
で
あ
る
か
、
と

い
う
問
題
に
も
関
わ
る
論
点
で
あ
る
。

リ
ア
事
件
で
障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
第
5
条
2
（差
別
禁
止
義
務
）
の
文
脈
に
お
い
て
一
般
的
意
見
2
を
参
照
し
て
、

「
ア
ク
セ
ス
の
否

(39
)
 

定
は
、
禁
止
さ
れ
る
差
別
行
為
と
し
て
明
白
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
、
た
し
か
に
「
合
理
的
配
慮
の
否

定

(d
e
n
ia
l
of r
e
a
s
o
n
a
bl
e
 a
c
c
o
m
m
o
d
at10n
)
」
は
障
害
者
差
別
に
あ
た
る
と
第
2
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
自

体
を
差
別
だ
と
明
示
し
た
規
定
は
、
障
害
者
権
利
条
約
に
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
と
い
う
概
念
が
な
ぜ
差
別
に

4

国
家
の
義
務
違
反
の
構
造

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
整
え
る
仕
方
を
誤
る
こ
と
で
、
障
害
者
差
別
を
発
生
さ

二
つ
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
。

フ
ィ
オ
ー
ナ
・
ギ
ヴ
ン
対
オ
ー
ス
ト
ラ （ア
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体
化
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

の
密
接
な
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

0
[
a
c
c
e
s
s
)
」
な
い
し
「
イ
ン
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
同
じ
で
は
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
そ
の
論
者
は
、
「
ア
ク
セ
ス
の
欠
如
」
（
「
イ
ン
ア

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
」
）

は
差
別
で
は
な
い
が
、
「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
は
差
別
で
あ
る
と
し
て
、
後
者
の
例
と
し
て
、
障
害
者
個
人
が
障
害

(40
)
 

自
体
を
理
由
に
レ
ス
ト
ラ
ン
や
バ
ス
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
否
定
さ
れ
る
場
合
を
挙
げ
る
。

こ
う
し
た
説
明
に
関
す
る
詳
し
い
検
証
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
に
お
い
て
も
、
「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
と
「
ア
ク
セ

ス
の
欠
如
」
を
区
別
し
て
、
前
者
は
差
別
に
あ
た
り
、
後
者
は
差
別
に
あ
た
ら
な
い
、
と
基
本
的
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
理
解
を

踏
ま
え
て
、

一
般
的
意
見
2
に
お
け
る

「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
と
い
う
概
念
は
、
「
ア
ク
セ
ス
の
欠
如

(lack

フ
ィ
オ
ー
ナ

・ギ
ヴ
ン
対
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
事
件
の
見
解
に
立
ち
戻
る
と
、
障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
、

投
票
分
野
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
整
え
る
一
環
と
し
て
、
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
を
導
入

・
設
置
し
た
際
に
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
対
象
を

視
覚
障
害
者
に
限
定
し
て
し
ま
い
、
通
報
者
（
身
体
障
害
者
）

差
別
だ
と
捉
え
て
い
る
、
と
解
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で
は
、

の
当
該
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
否
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
障
害
者

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
と
「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
と
い
う
形
態
の
差
別
と

第
二
は
、
こ
の
事
件
で
障
害
者
権
利
委
員
会
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
な
か

っ
た
第
29
条

(
a
)
（出
）
に
関
わ
る
論
点
で
あ
る
。
こ
の
規
定

は
、
「
選
挙
人
と
し
て
の
障
害
者
の
意
思
の
自
由
な
表
明
を
保
障
す
る
」
た
め
に
、

「必
要
な
場
合
に
は
、
障
害
者
の
要
請
に
応
じ
て
、
当

該
障
害
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
者

(a
p
e
r
s
o
n
 of their o
w
n
 c
h
o
ice)

が
投
票
の
際
に
援
助
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
こ
と
を
国
家
に
義
務

づ
け
る
。
こ
の
規
定
は
、
同
条
約
第
3
条
（
一
般
原
則
）
に
含
ま
れ
た
「
個
人
の
自
律
（
自
ら
選
択
す
る
自
由
を
含
む
。
）
」
の
原
則
を
具

そ
し
て
、
第
29
条

(
a
)
(
m
)
は
、
障
害
者
へ
の
「
い
か
な
る
援
助
」
も
、
当
該
障
害
者
の
要
請
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
信
頼
を

(41
)
 

寄
せ
る
者
に
よ
っ
て
の
み
提
供
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
政
府
間
合
意
の
下
で
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
た
め
、
投
票
時
の
あ
ら
ゆ
る
援
助

）
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
論
者
は
、
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の
場
面
に
適
用
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
面
に
は
、
「
完
全
な
秘
密
投
票」

が
現
実
的
に
難
し
い
場
合

（条
約
交
渉
過
程

(42
)
 

に
お
い
て
も
想
定
さ
れ
て
い
た
状
況
）
が
当
然
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
国
家
が
障
害
者
の
「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」

を
可
能
に
さ
せ
る
電
子
投
票
制
度
そ
の
他
の
手
段
を
ー
ー
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
や
合
理
的
配
慮
義
務
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
ー

や

こ
う
し
た
場
合
に
お
け
る
投
票
時
の
援
助
と
し
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、

フ
ィ
オ
ー
ナ

・
ギ
ヴ
ン
対
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

事
件
で
は
通
報
者
が
投
票
所
の
事
務
従
事
者
に
援
助
を
求
め
た
の
に
対
し
、
障
害
者
が
自
身
の
ヘ
ル
パ
ー
に
投
票
時
の
援
助
を
求
め
る
こ

と
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
が
、
「
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
」
と

い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
投
票
所
の
事
務
従
事
者
以
外
の
者
に
よ
る
代
理

（代
筆
）
投
票
を
制
度
的
に
認
め
て
い
な
い
、

日
本

の
公
職
選
挙
法
第
48
条
第
2
項
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
投
票
時
の
援
助
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
人
又
は
動
物
に
よ
る

支
援
及
び
仲
介
す
る
者
：
・
を
提
供
す
る
」
こ
と
を
国
家
に
求
め
る
障
害
者
権
利
条
約
第
9
条
2
(
e
)
に
照
ら
す
と
、
国
家
が
投
票
分
野

で
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
を
履
行
す
る

一
環
と
し
て
設
け
た
も
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

っ
と
も
、
実
際
、
こ
の
規
定

（
制
度
）
は
、

「障
害
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
者
が
投
票
の
際
に
援
助
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
も
の
で
は
な
い
た
め
、

障
害
者
権
利
条
約
第

(43
)
 

29
条

(
a)
（
m
)
に
端
的
に
違
反
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
「
合
理
的
配
慮
の
否
定
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
公
職
選
挙
法
第
48
条
第
2
項
を
あ
る
具
体
の
事
案
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
、
障
害
者
自
身
の
選
ん
だ
ヘ
ル
パ

ー
に
よ
る
代

理
（
代
筆
）
投
票
を
認
め
る
と
い
う
意
味
で
の
合
理
的
配
慮
が
ー
「
不
均
衡
な
負
担
」

（選
挙
の
公
正
を
現
実
に
害
す
る
具
体
的
事
態
の

発
生
な
ど
を
含
む
）
の
有
無
が
個
別
に
判
断
さ
れ
る
余
地
も
な
＜
ー

否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
と
「
合
理
的
配
慮
の
否
定
」
と
い
う
形
態
の
差
別
と
の
深
い
繋
が
り
が
読
み
と
れ
る
。

以
上
の
二
点
か
ら
言
え
る
の
は
、
国
家
は
、
第

5
条
2
.
3
及
び
第
9
条
と
併
せ
読
ん
だ
第
29
条

(
a
)
に
違
背
し
、
投
票
分
野
の
ア

む
を
得
ず
配
備
・
提
供
し
え
な
い
場
合
で
あ
る
。

ア
ク
セ
シ
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5
む
す
び
に

題
の
連
鎖
な
い
し
連
動
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ク
セ
シ
ビ

リ
テ
ィ
を
適
切
に
整
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
「
機
能
障
害
の
種
別
」
に
起
因
し
た
「
ア
ク
セ
ス
の
否
定
」
や
、
「
合
理
的
配
慮

の
否
定
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
加
え
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
が
そ
れ
ら
の
差
別

を
し
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
理
由
と
し
て
、
国
家
が
い
わ
ゆ
る
手
続
的
な
義
務

ー
_
—

す
な
わ
ち
「
障

害
者
参
加
の

確
保
義
務
」

ー

|
を
誠
実
に
履
行
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

障
害
者
権
利
条
約
は
、
条
約
実
施
過
程
に
お
い
て
障
害
者

（団
体
）
と
緊
密
に
協
議
し
、
障
害
者
を
積
極
的
に
関
与
さ
せ
る
こ
と

4
条

3
)
や
、
障
害
者

（団
体
）
が
条
約
監
視
過
程
に
十
分
に
関
与

・
参
加
す
る
こ
と

う
し
た

「障
害
者
参
加
の
確
保
義
務
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
国
家
は
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
を
障
害
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
採
択

(44) 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
障
害
者
参
加
の
確
保
義
務
」
の
観
点
か
ら
は
、
た
と
え
ば
、
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
を

視
覚
障
害
者
に
限
定
し
た
投
票
法
の
関
係
規
定
の
制
定
時
や
、
公
職
選
挙
法
第
48
条
の

2
0
1
3
年
改
正
時
に
、
多
様
な
障
害
者
（
団
体
）

の
見
解
を
十
分
に
踏
ま
え
た
熟
議
が
な
さ
れ
た
か
が
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
も
、
投
票
分
野
に
お
け
る
各
種
バ
リ
ア
に
現
実
に

直
面
し
て
様
々
な
不
利
益
を
経
験
し
て
い
る
障
害
者
と
そ
の
団
体
が
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
の
履
行
過
程
に
十
分
に
関
与
で
き
な
け

れ
ば
、
国
家
は
、
当
該
義
務
を
誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
差
別
を
も
招
き
や
す
く
な
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

投
票
分
野
に
お
い
て
は
、
「
障
害
者
参
加
の
確
保
義
務
」
と
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
と
差
別
解
消
義
務
と
い
う
三
つ

の
義
務
を
め
ぐ
り
問

本
稿
に
お
い
て
は
、
障
害
者
権
利
条
約
第
29
条
と
フ
ィ
オ
ー
ネ

・
ギ
ヴ
ン
事
件
の
見
解
と
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
投
票
分
野
の
国
家
の

義
務
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
検
討
か
ら
以
下
の
よ
う
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

（第

33
条

3
)
を
国
家
に
義
務
付
け
て
い
る
。
こ （第
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か
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
国
家
は
、
投
票
分
野
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
を
履
行
す
る
一
環
と
し
て
、
障
害
者
の

「
自
立
し
た
秘
密
投
票
」
が
平
等
に

保
障
さ
れ
る
た
め
の
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
等
の
制
度
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
そ
の
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国

家
は
、
当
該
制
度
を
、
特
定
の
種
別
の
障
害
を
有
す
る
者
の
み
な
ら
ず
、
同
様
の
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
他
の
種
別
の
障
害
を
有
す
る
者
も
利

用
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
国
家
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の

障
害
を
有
す
る
者
を
当
該
制
度
か
ら
排
除
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
障
害
者
の
当
該
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
否
定
さ
れ
る
こ
と

ま
た
、
国
家
は
、
投
票
分
野
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
の
履
行
の
一
部
と
し
て
、
投
票
時
の
援
助
を
制
度
化
す
る
際
に
は
、

障
害
者

自
身
が
選
ん
だ
者
（
障
害
者
が
信
頼
を
寄
せ
る
者
）
に
よ
る
投
票
時
の
援
助
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
正
当
化
可
能
な
理
由
が
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
時
の
援
助
を
投
票
所
の
事
務
従
事
者
の
み
に
限
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
ヘ
ル
パ
ー
や
家
族
の
み
に
限
定
し
た
り

す
れ
ば
、
第
29
条

(
a
)
（面
）
の
義
務
に
端
的
に
違
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
限
定
は
、
投
票
の
際
に
「
合
理
的

配
慮
の
否
定
」

（
障
害
者
差
別
）
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
国
家
は
、
投
票
分
野
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
整
え
る
際
に
、
障
害
種
別
に
起
因
し
た
「
ア
ク
セ
ス

の
否
定
」
（
第

5
条

2
違
反
）

や
「
合
理
的
配
慮
の
否
定
」
（
第

5
条

3
違
反
）
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
も
し

そ
れ
ら
の
差
別
が
生
じ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
「
障
害
者
参
加
の
確
保
義
務
」
（
第
4
条

3
、
第
33
条

3
)
の
違
反
に
端

を
発
し
て
い
る
側
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
、
「
当
事
者
参
加
の
確
保
義
務
」
を
怠
り
、
そ
れ
が
一
因
と
な
っ
て
ア
ク

セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
義
務
を
不
適
切
に
履
行
し
て
、
障
害
者
差
別
と
い
う
義
務
違
反
を
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

国
家
が
障
害
者
に
よ
る
投
票
権
の
平
等
な
享
有
と
行
使
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
義
務
を
め
ぐ
っ
て
問
題
の
連
鎖
を
招

に
な
り
、
障
害
者
差
別
が
生
じ
う
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。



(IN9) 

&
l

挙
忌
癖
造
（
抵
寸
《
柊
）

旦
巨

兵
心

企
S

や
母

心
心

-Q'
祁桐

l臼
避
益
苓

S
避
忘
ユ

0
2
ヤ

企
担

刈
匝

話
S

卜
い

J
全

1lll
恥

も
9
知
ぐ
は
日
紐
ミ
菜
心
全
＇
ゃ

e
坐
起
豆
ぐ
唸
悠

心
共
＇
卜
へ
ギ
，
ゞ
~

::---1
卜
‘
匁
単
湘
括
忌
匁
罪
鷺
押
幹

呈
豆
＇
握
卸
押
避
葉
《
怜
露

S
l
挙
座
盃
（
撼
〇
《
柊
）

S
者

製
心
⇒
心
二

゜

深お密2悩回7迭鰊半S神御證心4吝ftJ蚤～迩回69I 

栄(,.....
)
 Thematic Study by the Office of th

e
 United Nations H

i
g
h
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 for H

u
m
a
n
 Rights o

n
 Participation in Political a

n
d
 Public 

Life
 by Persons with Disabilities, U

N
 Doc. A

/H
R
C
/
19
/36 

(20
11
).

 
para. 7

 

(N
)
 E
C
t
H
R
,
 Alajos K

iss 
v. 

Hungary, A
p
p
licat

io
n
 No. 38832

/06, 
20 M

a
y
 20

10
,

 
para. 44 

(M
)

 T
h
o
m
a
s
 H
a
m
m
a
r
b
erg, Persons with Disabilities m

u
s
t
 not be D

e
n
ie
d
 the Right to 

Vote, 22 M
a
r
c
h
 20

11, 
https

:/ /wcd.coe.int
/V

i
e
w
 D
o
c
 

jsp?id
=
l76394l&Sit

e
=
C
O
E
 (as of 21 

M
a
y
 2019

)
 

（-s:t') 
Zsolt Bujdos6 et al. 

v.
 Hungary, C

o
m
m
unication No. 4/2011, U

N
 Doc. C

R
P
D
/C

/
10
/D

/4/2011, paras. 9.5-9
.6

 

(LD
）
幸
語
「
握
冊
零
送
戸
饂
虞
ー
遷
ぐ
顆
謡
百
述
」
幽
癒
拳
・
三
虚
釜
墜
榔
「
證
怖
如
志
戸
鱈
尉
如
涙
—
―
羊
尭
巡

e
r
n
姿
e
疇
』
」
（
匹
ヨ

:;ti'
II

 

O
I
<
母
）
―
N
o
-
-
⇔
ー
犀
~
\
淫

゜

(<D
)
出
品

S
揺
疸
四
'
-
+
<
楽
栽
択
縣
弄
宦
撚
1
I咀

膏
活

也
書

l送
｛
尽

S
幸
語

「
證
冊
索

e
皿

壬
ふ

翠
巽

は
ヨ

心
学

囲
緊
m1杞

は
室

ヤ
姐

IDi訳
蜘

」
（1

1
0
1

兵
母

I
 Im:: 

I
 Km

)
 G

踪
吋
忌
・
撼
吋
品
匁
躙
⇔
心
垢
＜
応
←
←
＼
⇔
マ
-i::;6:;.

0
 

（i:--) 
R
eport of th

e
 Wo
r
k
i
n
g
 G
r
o
u
p
 to 

th
e
 A
d
 H
o
c
 Committee, A

n
n
e
x
 I

 (Draft C
o
m
p
r
e
h
e
n
s
ive a

n
d
 Inte

gral
 International Convention o

n
 

the Protection a
n
d
 Promotion of the Rights a

n
d
 Dignity of Persons with Disab

ilities
),

 UN
 Doc. A

/
 

AC.265/2004/
W

G
/
l

 (2004
)

 

(oo) 
Ibid. 

till¥-
縣
踪
幻
鱈
峯
晦
竺
＇
幽
癌
拳
・

三
酸

臨
運

榔
『

配
虹

訳
凜

寄
嫌

露
―

回
剖

辻
綜

声
謬
叩

（
苓

詞
III翌

'
1
1
0
0
国

母
）

忘
萎

S
楽
溢

如
I
苺

拳
肖
⇒

心
妥
e

ゃ
埒

心
゜

(
m
)
 
Report of th

e
 Ad

 Ho
c
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 on a

 Comprehensive a
n
d
 Integral International Convention on the Protection a

n
d
 P
r
o
m
o
t
i
o
n
 of the 

Rights a
n
d
 Dignity of Persons with Disabilities on its 

Six Session, A
n
n
e
x
 II 

(Repo
rt 

b
y
 the C

h
airm

an), U
N
 Doc. A

/60
/266 

(2005) 

虚
）

Thematic
Study, supra note 1. 

para. 15 

（コ
）
皿
壬
避
駆
起
掘
呉
《
柊
は
如
叫
菜
文
「
避
栞
忍
も
誕
ぐ
H」

..lJ
3
，
ぐ
択

1¥11[I
は
巨
⇒

ヤ
豆

'
M
a
n
f
r
e
d
N
o
w
a
k
.
 U

N
 Co
v
en
ant on Civil a

n
d
 Political 



(622) 神奈川法学第 51巻第 3号 2019年 170 

R
i
g
h
t
s
:
 C
C
P
R
 C
o
m
m
e
n
t
m
、y
,N
.P
.
 

E
n
g
e
l
,
 

P
u
b
l
i
s
h
e
r
 (
1
9
9
3
)
,
 
p
.
 

4
3
9
.
暗
苓
舌
考
口
権
利
ぃ
冬
木
約
に
関
t
す
る
時
晶
別
未
女
員
今
つ
で
は
、
自
由
権
規
約
や
女
性
差
別
撤

廃
条
約
の
同
様
の
規
定
（
保
障
程
度
の
よ
り
強
い
約
束
内
容
）
を
よ
り
よ
く
反
映
す
る
よ
う
に
、
草
案
第
1
8
条
が
強
化
さ
れ
る
必
要
性
に
つ
い
て
概
ね
合
意

が
得
ら
れ
た

(
R
e
p
o
r
t
o
f
 th
e
 A
d
 
H
o
c
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 9
,
 
p
a
r
a
.
 

4
7
)
。
な
お
、
特
別
委
員
会
は
、
草
案
第
18
条
の
規
定
振
り
に
関
し
て
女
性
差

別
撤
廃
委
員
会
の
一
般
的
意
見
23
が
有
益
な
指
針
と
な
り
う
る
こ
と
に
留
意
し
た

(
I
b
i
d
.,
p
a
r
a
.
 48

)
。

(
1
2
)
T
h
e
m
a
t
i
c
 S
t
u
d
y
,
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 1
,
 pa
r
a
.
 15
.
 

(
13
)
R
e
p
oミ
t
o
f
 th
e
 A
d
 H・
o
c
 C
o
m
m
i
t
t
e
e,
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 9
,
 pa

r
a
.
 49
.
 

(
1
4
)
I
b
i
d., 
p
a
r
a
.
 50
.
 

(
1
5
)

I
b
i
d
., 
p
a
r
a.
 51. 

(
1
6
)
I
b
i
d., 
p
a
r
a
.
 52
.
 

(
17
)
I
b
i
d
., 
p
a
r
a
.
 53
.
 

(
1
8
)
[
b
i
d., 
p
a
r
a
.
 54
.
 

(
19
)
I
b
i
d
., 
p
a
r
a
.
 55
.
 

(
2
0
)
I
b
id.」

p
ar
a
.
5
6
.
 

(
21
)
I
b
i
d.『

p
a
r
a
.
57・ 

(
22
)
I
b
i
d., 
p
a
r
a
.
 58
.
 

(
2
3
)

F
i
o
n
a
 C
さ
e1ご

0
A
u
s
tralia
,
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 N
o
.
 19

¥
2
0
1
4
,
 U

N

 Do
c
.
 CR

P
D
¥
c
¥
1
9
¥
D
¥
1
9
¥
2
0
1
4
,
 pa
r
a
s
.
 2.

1
-
2
.5
.
涌
芸
罪
去
口
は
、
雷
字
ナ
投
華示
シ
ス
テ

ム
を
利
用
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
投
票
時
の
援
助
を
ヘ
ル
パ
ー
か
ら
受
け
る
よ
り
も
、
ま
だ
他
人
で
あ
る
投
票
所
の
事
務
従
事
者
か
ら
受
け
た
ほ
う
が
マ

シ
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
な
お
、
そ
れ
も
通
報
者
の
秘
密
投
票
を
可
能
に
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
好
ま
し
い
も
の
で
は

な
か
っ
た

(I
b
id.)
。

(
2
4
)

Ibid. 

(
2
5
)
]
b
i
d
 .. 
p
a
r
a
.
 3.1 

(
2
6
)

[bid.
,
 pa
r
a
.
 7.3
 

(
27
)
[
b
i
d., 
p
a
r
a
.
 7.4
 

(
2
8
)
I
b
id.
,
 pa
r
a
.
 7.5
 

(
2
9
)

Ibid.『

p
a
r
a
.
8
.3
 



(8N9) 淀蒋e悩回心避麒認e抑舶器冨｀4名f旦坦縣＿回

⑨
)Ibid., para. 8.4 

（窃）
C
R
P
D
C
o
m
m
ittee, G

e
n
e
r
al

 
C
o
m
m
e
n
t
 N
o
.
 

2, 
Access

ibi
li
ty, U

N
 Doc. C

R
P
D
/
C
/
G
C
/
2
,
 11 

A
p
r
il 
2014, p

a
ra.

 
24
.
醤

峯
心
⇒

ヤ
＇
工

怜
證

綽
神

-
<
 

.. 凶
::-,1ド

—
，入

rn
，
＼
翌
ぐ
印
3
邑
溢
如
翰
淫
（
玉
巽
豆
叙
叡
⇒
文
）

゜
http:/I

 ww
w
.
d
inf.ne.

jp
/

 
doc

/japanese
/

 
rights

/
 

rightafter /
 

crp
d
_
gc2_20

14_ 

art
icl
e9.htm

l
 (as of 12 S

e
p
t
e
m
b
e
r
 20
18) 

図
）

Fiona
Given v

 Australia, 
supra note 23, 

para
.

 
8.5 

噂
）

Ibid.,
para

.
 

8
.6.

「
ド

ぷ
ギ

K
S
屯
捉
」
如
翌
冊
索
凜
要
心
苺
怜
い
虹
玉
心
刈
二
，
で
卜
）
心
竺

＇
配

糾
噂

栞
恨

f-¥illlllく
ぐ
謬

I
挙

釘
翠

敗
心

共
□
臼
宦
巽

ぬ
菜

ヤ
ニ

心
(
C
R
P
D
C
o
m
m
ittee, supra note 3

1,
 

paras. 10, 
20, 

27)゚

（茎）
Fiona

Given v
 Australia, 

supra note 23, 
para. 8.7

 

国
）

Ibid.,para
.
 

8.8 

隅
）

Ibid
.,p

ara
.
 

8.9
 

（捻）
Ibid.,

p
ara

.
 

8.1
0
 

（差）
Ibid.,p

ara. 
9
 

（
宮

）
振

翠
出

噂
）

忍
も

や
菜

旦
哀

因
ヤ

心
怜

以
如

幹
涯

゜

国
）

A
n
d
rea

B
r
o
d
e
ri
ck, 

W
o
r
k
i
n
g
 Report 

on 
Reasonable 

A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
 
under 

the 
C
R
P
D
:

 T
h
e
 
Georgian 

Context, 
East 

W
e
s
t
 

M
an

a
g
e
m
e
n
t
 In
st
itu

te 
(2017), 

p
p
.
 

23-24
,
 http: 

/
 

/
 

e
w
m
i-p

ro
log. 

org/images
/fi

les
/5816RepotonReasonab

le
A
c
o
m
m
o
d
a
t
ion

in
G
e
o
r
g
i

 

a
E
N
G
.
p
d
f
 (as of 2

1
 Ma

y
 20

19
)
 

は
）
溢
翠
世
（
~
)
忍
も
や
菜
旦
哀
悛
怜
心
怜
区
如
樅
鹿

゜

噂
）
粽
翠
世
（
~
)
裂
も
や
菜
旦
哀
投
ヤ
心
怜
似
如
樅
皆

゜

噂
）

幸
語

・
淀
翌
出

(<.O),%¥
淫

゜

(~
) 

C
R
P
D
 Committee, supra note 31, 

para. 25 

I

↑
I 


	51(3)-p149
	51(3)-p150
	51(3)-p151
	51(3)-p152
	51(3)-p153
	51(3)-p154
	51(3)-p155
	51(3)-p156
	51(3)-p157
	51(3)-p158
	51(3)-p159
	51(3)-p160
	51(3)-p161
	51(3)-p162
	51(3)-p163
	51(3)-p164
	51(3)-p165
	51(3)-p166
	51(3)-p167
	51(3)-p168
	51(3)-p169
	51(3)-p171

